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大学スポーツの振興に関する方針 

 

 大阪体育大学は、スポーツに関する高度な知的資源ばかりではなく、国内外で活躍するアスリ

ートやスポーツ指導者などの優れた人材のほか、充実した体育・スポーツ施設を有しています。

スポーツに関するこれらの豊富な資源を有効に活用し、学生スポーツの競技水準の向上、スポー

ツ活動を通した人材育成・教育、地域社会の課題解決や活性化など、幅広くスポーツの振興・発

展に向けた活動を学内外で取り組みます。 

 以上の取り組みのためにスポーツ局を設置し、同局が中心となって以下の通り事業を推進して

いきます。 

 

 (1) 運動クラブの統括（強化・支援・評価・管理） 

 (2) アスリートの選抜・確保・支援・育成・強化 

 (3) 運動クラブやアスリートの競技力向上に係る指導者やスタッフの支援と活動環境の整備 

 (4) 学生アスリートの修学、キャリア形成、生活の支援 

 (5) 実践的なスポーツ科学研究及び教育の推進とその環境、体制の整備 

 (6) 中高大連携の促進を通じた中長期的なスポーツ人材育成システムの構築 

 (7) 地域社会の健康増進やスポーツ振興に資する事業の企画・推進を通じた拠点づくりの実現 

 (8) スポーツ局の所管事項に係る広報活動及び卒業生や他機関との連携、ネットワーキング 

 (9) 本学の運動クラブやアスリート及びスポーツ局が行う事業のブランディングやその管理 

 

令和４年２月２４日制定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


